
第２回「越前市の子どもの新たな活動環境構築に係る協議会」 

日 時：令和７年１１月１７日（月） 

１５：００～１６：３０ 

会 場：越前市市民プラザたけふ 

多目的室１ 

 

【 次 第 】 

 

  １ あいさつ 

 

  ２ 報告事項 

・越前市の「地域クラブ活動」について 

  地域クラブ活動の要件及び認定方法 

・「地域クラブ活動に係るアンケート」の結果について 

・令和７年度後期地域クラブ活動の実施状況 

  各地域クラブ活動への参加状況 

  指導者研修会 

  実務者会議 

 

３ 協議事項 

・今後の方向性について 

  令和７年度スケジュール 

  「新入生説明会」・「令和８年度運営方針」について 

 

・費用負担のあり方について 

   

 

４ その他 

 

５ 連絡事項 

・第３回協議会開催予定  令和８年２月中旬 



報告事項 

 

Ⅰ 越前市の「地域クラブ活動」について 

（１）「地域クラブ活動」への展開について 

全国的に少子化が進む中、子どもが地域でスポーツや文化に親しむ機会を確保するため、現在、休日部

活動の「地域クラブ活動」への移行が進められています。 

越前市においても、文部科学省が策定した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する

総合的なガイドライン」に沿った、中学校における部活動のあり方について検討しており、令和５年度よ

り「越前市の子どもの新たな活動環境に係る検討委員会」（令和６年度からは、越前市の子どもの新たな

活動環境構築に係る協議会）を立ち上げて検討しています。また、令和５年から令和７年の３か年間、国

の「地域運動部活動推進事業」に採択され、越前市「地域クラブ活動」モデル事業として越前市の子ども

たちのスポーツや文化芸術に係る活動環境作りに取り組んでいるところです。 

そこで、新たなスポーツや文化芸術の活動環境構築について、次のように越前市の基本的な考え方をま

とめています。 

 

 

（２）越前市「地域クラブ活動」の考え方 

 

（３）越前市地域クラブ活動の理念 

 

 

 

  

① 少子化等の中でも将来にわたり越前市の子どもたちが、スポーツや文化芸術に継続して親し

むことができる機会を確保する。 

② 越前市の子どもたちが、自発的な参画を通して「楽しさ」・「喜び」を感じ、自己実現を図

りながら活動することができる場を整備する。 

③ 地域の持続可能で多様なスポーツや文化芸術の環境を一体的に整備し、過度に専門性を追求

するのではなく、子どもたちが気軽に参加できるように受益者の負担をできるだけ減らし、多

様な体験機会を段階的に確保する。 

① 越前市のウェルビーイングの方針（自分らしさを感じる場、可能性を引き出す舞台づくり）

に沿った「地域クラブ活動」 

② 子どもや大人、障がい者の参加・交流がある地域連携の「地域クラブ活動」 

③ 新たなコミュニティーの場（学校・家庭以外のコミュニティー）の創出としての「地域クラブ

活動」 

④ 多様なスポーツや文化芸術の機会を広げる「地域クラブ活動」 

⑤ 体力、技術の向上、判断や選択（自己決定）による主体性育成の「地域クラブ活動」 

⑥ 生涯のスポーツや文化芸術活動につながる「地域クラブ活動」 



（４）令和７年度「地域クラブ活動」の活動状況 

① 令和７年８月現在の生徒アンケート結果 回答率７９％ 

回答数：中学１年生 533名/633名、中学２年生 608名/647名、中学３年生 457名/668名 

※ アンケート時点でスポーツ系の３年生の一部は、部活動を終了しています。 

 

・地域クラブ活動に参加した感想 

   

・ 「地域クラブ活動」が楽しい、役に立っている理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「地域クラブ活動」の参加数 中学校１年生・２年生 参加者数 862名/1,280名 

・「地域クラブ活動」で、困っていることや改善してほしいこと 
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参加しない理由 

・クラブチームに所属している、入る予定。   ・休みの日は休みたい。 

・送迎が難しい、してもらえるか分からない。  ・部活をしているから、部活だけで十分。 

・遊びたい、他にしたいことがある。      ・自分のレベルに合っていない、物足りない。 

・指導者の方や他学校の生徒と馴染めるまでは、活動前後の生徒の体調などをよく気にかけていただける 

ようお願いしたい。 

・会場が遠いので送り迎えが難しいのと時間がかかる。  ・部活動の競技向上をする練習をしてほしい。 

・練習メニューを増やしてほしい。           ・もっとゲーム形式のものを増やしてほしい。 

・時間が短い。      ・ 技術レベルごとに指導者を配置して、相応しい練習をそれぞれして欲しい。 



② 各「地域クラブ活動」様子 

競技・活動 活動場所 ※（ ）内は活動対象校 活動の様子 

軟式野球 

 

生 徒： ５２人 

指導者： １６人 

武生第一中学校 グラウンド 

（武一、武三、武五） 

武生第六中学校 グラウンド 

（武二、坂口、武六） 

南越中学校 グラウンド 

（万葉、南越）  

 

 

 

バスケットボール 

 

生 徒： ８６人 

指導者：  ７人 

男子：武生第一中学校 体育館 

（武一、武二、坂口、武六、武五） 

 南越中学校 体育館 

（武三、万葉、南越） 

女子：武生第二中学校  体育館 

（市内すべての中学校）  

 

 

 

バレーボール 

 

生 徒： ８２人 

指導者： １０人 

男子：武生第一中学校 体育館 

（市内すべての中学校） 

女子：武生第三中学校 体育館 

（武一、武二、武三、坂口） 

南越中学校 体育館 

（万葉、武六、南越、武五） 

 

 

 

バドミントン 

 

生 徒： ５４人 

指導者：  ４人 

万葉中学校 体育館 

（市内すべての中学校） 

 

 

 

卓球 

 

生 徒： ７７人 

指導者：  ９人 

武生第二中学校 体育館 

（市内すべての中学校） 

 

 

 

ソフトテニス 

 

生 徒：１３８人 

指導者： １７人 

越前市 東運動公園庭球場 

（市内すべての中学校） 

 

 

 

サッカー 

生 徒： ８９人 

指導者：  ７人 

武生第二中学校 グラウンド 

（武二、坂口、武六） 

武生第三中学校 グラウンド 

（武一、武三、武五） 

万葉中学校 グラウンド 

（万葉中、南越中） 

 

 

 



陸上 

生 徒： ３９人 

指導者：  ８人 

越前市 東運動公園陸上競技場 

（市内すべての中学校） 

 

 

 

剣道 

生 徒： ４１人 

指導者：  ９人 

武生第二中学校と南越中学校 

の武道場を交互に使用 

（市内すべての中学校） 

 

 

 

柔道 

生 徒：  ９人 

指導者：  ６人 

越前市警察署 武道場 

（市内すべての中学校） 

 

 

 

吹奏楽 

生 徒：１３５人 

指導者： １４人 

越前市内 各中学校 音楽室 

（市内すべての中学校） 

 

 

 

美術 

生 徒： １６人 

指導者：  ３人 

武生第三中学校 美術室 

（市内すべての中学校） 

 

 

 

文化芸術 

生 徒：  ２人 

指導者：  ２人 

武生第三中学校 美術室 

（市内すべての中学校） 

 

 

 

合唱 

生 徒： １１人 

指導者：  ３人 

越前市文化センター 

（市内すべての中学校） 

 

 

 

  

 



ロボコン 

生 徒： １６人 

指導者：  ４人 

武生第三中学校 技術室 

（市内すべての中学校） 

 

 

 

 

 

（５） 令和７年度の「地域クラブ活動」モデル事業について 

①～③の考え方や理念をもとに、令和５年度から、地域クラブ活動のモデル事業に取り組んでお

り、令和７年度は最終年度となっています。令和７年度は、これまでの３か年のモデル事業を検証

し、その結果を踏まえて、令和８年度からの３か年間で更なる取組を推進していきます。 

令和７年度以降の見通し 

① 令和５年度～令和７年度 改革推進期間（令和７年度はモデル事業の最終年度） 

② 令和８年度～令和１０年度 
改革実行期間（前期） 休日の地域展開を実施していな

い各自治体は、この３か年で取り組む 

中間評価 
前期において平日の地域展開に着手し活動の在り方や課

題の対応策を検証 

③ 令和１１年度～令和１３年度 
改革実行期間（後期） 

改革実行期間を経て、平日、休日の地域展開を実施 

出典：「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」最終とりまとめ、2025.5.16 

 

（６）「地域クラブ活動」の運用（令和７年度後期以降） 

① 平日は学校での部活動。 

 

② 土曜日、祝日の活動については、「地域クラブ活動」で活動。例外として、天候（雨や雪など）によ

り屋外での活動場所の確保が難しい場合は、日曜日の室内活動に変更することある。 

月 火 水 木 金 土（日） 祝日 

学校での部活動（ただし、１日は休養日） 「地域クラブ活動」 

  令和７年度後期より実施する「地域クラブ活動」 

  スポーツ系：野球、バレーボール、バスケットボール、ソフトテニス、バドミントン、卓球、サッカー、 

剣道、柔道、陸上 （１０種目） 

  文 化 系：吹奏楽、合唱、美術、文化芸術、ロボコン（５分野） 

  



③ 土曜日、祝日の分散活動（練習試合）に関しては、「地域クラブ活動」の中の1チームとして行っても

よい。（下記参照）ただし、各種目のコーディネーターと市の担当者と協議の上、分散活動（練習試合）

を含む活動計画を事前に策定（１か月前には各指導者は、種目・分野コーディネーターに活動計画を提出

する）し、総括コーディネーターへの連絡のもと実施する。 

 

 

 

 

 

 

例：女子バレーボールの活動において、南越中学校を会場として、万葉中学校、武生第六中学校、南越中

学校が活動を行います。その中で、南越中学校が鯖江の東陽中学校で合同練習を行います。残りの中

学校は、南越中学校で活動を行うことができます。 

ただし、このような分散活動については、月の活動日の半数程度までとする。 

（例：月４回活動ならば２回を超えない） 

④ 大会については多くの生徒が出場できるように、生徒本人や保護者の希望を重視する。 

また、学校に部活動がない、部員が少なく団体競技として出場ができない、学校の部活に入部していな

い等の生徒は、「地域クラブ活動」のチームとして参加することができる。 

例：軟式野球の場合の市内チーム 

万葉中、武生一中、武生二中、武生三中、南越中、式部クラブ（「地域クラブ活動」の仮称） 

⑤ 「地域クラブ活動」として中体連等の大会に参加するため、各種目・競技で1チームは、「地域クラブ

活動」のチームとして中体連に登録を行うことができる。（ (4)を参照 ） 

⑥ 「地域クラブ活動」の指導は、地域や各競技等団体の指導者と学校の指導者（部活動指導員、外部指

導者、兼職兼業教職員）による専門的な指導 

⑦ 吹奏楽については、当面学校単位で活動を行う。 

⑧ 協会や連盟等の大会については、各学校長の判断で、学校単位で参加してもよい。 

⑨ 参加生徒の送迎は、保護者または徒歩・自転車など。 

⑩ 令和７年度は保護者の負担する経費は、保険料（８００円）のみ。（令和８年度以降については検討

中） 

⑪ 参加登録、連絡、出欠、指導者の勤怠について、令和７年５月からアプリケーションを活用した一元

管理の運用開始. 

 

（７）「地域クラブ活動」の指導者について 

① 「地域クラブ活動」に携わる指導者は、県及び市の指導者研修会を必ず２回以上受講すること。 

② 越前市の「地域クラブ活動」の考え方や理念を理解し、生徒の多様なニーズに応えられる資質向

上に積極的に取り組むこと。 

③ 基本的な考え方は、次のとおり 

・生徒の個性を尊重すること。 

・指導者がよき手本となること。 

・生徒と十分なコミュニケーションを図りつつ、適切な休養、過度の活動の禁止、合理的かつ効率

的・効果的な活動の導入等を行うこと。 

・適切な指導をすること。（寄り添う指導、勇気づける指導） 

・生徒の主体性を高めること。（自己選択と自己決定の力）  

・生徒の心身の健康管理、事故防止を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶すること。 

・「認定地域クラブ活動指導者（仮称）」による宣誓書等の提出。 

・指定した指導者研修会を必ず２回以上（うち１回は越前市主催の研修）受講すること。 

「地域クラブ活動」 

（活動場所ごと） 

A 中学校 

B 中学校 

C 中学校 

別会場 

A 中学校 

「地域クラブ活動」 

（活動場所ごと） 

B 中学校 C 中学校 



④ 「越前市地域クラブ活動」登録指導者数（１０月３０日現在） 

教職員（兼職兼業届済）  ８１ 名 

教職員外の指導者     ３９ 名 

⑤ 令和７年度第１回「越前市地域クラブ活動」指導者研修会実施 

     令和７年１０月２２日（水）  １８時３０分～２０時００分 

会場：市民プラザたけふ３階  

講師：越前市武生第五中学校 校長 八田 天 氏 

略歴 日本スポーツ協会陸上競技公認コーチ 

日本ペップトーク協会 JCCA会員 

福井しあわせ元気国体 競技力本部県競技力向上対策課主任 

福井県スポーツ協会スポーツ医学センター担当 歴任 

参加者数：「地域クラブ活動」指導者 １００名 

⑥ 令和７年度 福井県地域スポーツクラブ活動指導者研修会（福井・若狭）  

【福井市会場】 令和７年１１月９日（日）  福井市体育館 ２階  第３・４・５会議室 

【若狭町会場】 令和７年１１月３０日（日） リブラ若狭（中央公民館）  研修室 

 

※・文化活動系列を中心とした越前市指導者研修会を実施予定（開催日時未定） 

・県主催の指導者研修会は２回予定されています。（開催日時未定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



（８）越前市の子どもの新たな活動環境「地域クラブ活動」構築に向けた組織イメージ 

 

 

 

 

 



（９）今後の地域クラブ活動の地域展開スケジュール      資料１ 

 

   

 協議会・実務者会議 地域クラブ活動モデル事業 学校・中体連 

４月 

・謝金等の事務手続き 

・安全保険の加入 

・陸上、柔道、剣道、ソフトテニス、合

唱、美術、文芸、ロボコンの地域クラ

ブ活動開始 

・前期の兼職兼業届提出完了 

５月  ・地域クラブ活動追加募集  

６月 

６月３０日【第１回協議会】 

・前期活動の現状 

・吹奏楽の活動方法 

・Ｒ８年度以降の方針検討 

 ・地区夏季中学校体育大会 

 

７月 

７月２８日【第１回実務者連絡会】 

・前期活動の課題 

・後期活動の方針 

 ・県夏季中学校体育大会 

 

８月 

 ８月２１日・２７日・２８日 

・後期地域クラブ活動に向けての生徒・保

護者説明会 

・後期地域クラブ活動の募集開始 

 

 

９月 

  ・令和８年度の地域クラブ活動に関する

調査 

・地区秋季中学校体育大会 

１０月 

 ・後期地域クラブ活動開始 

・吹奏楽の地域クラブ活動開始 

１０月２２日 

・市主催指導者研修会 

・県秋季中学校体育大会 

・令和８年度の中体連夏季大会出場登録 

・後期の兼職兼業届提出完了 

１１月 

１１月１７日【第２回協議会】 

・後期活動の状況 

・令和８年度に向けて 

１１月２０日【第２回実務者連絡会】 

・後期活動の状況 

・令和８年度に向けて 

・各活動の状況確認 

・県主催指導者研修会（予定） 

 

１２月 

  ・地域クラブ活動と部活動についての説

明 

（新入生説明会１２月～２月中） 

１月    

２月 

【第３回協議会】 

・令和７年度の活動報告 

・実施の現状把握 

・課題等の共有 

・令和８年度以降の方針 

 ・小学校６年生対象の地域クラブ活動各

種目・競技の見学会 

３月 
 ・県ガイドライン提示 

（予定） 

・兼職兼業について文書配付 

・来年度に向けての生徒、保護者説明会 



Ⅱ 費用負担のあり方について   資料２ 資料３ 

認定地域クラブ活動の運営費は、参加者（受益者）負担と行政からの補助のバラスンスを考えながら、

できるだけ参加者の負担にならないようしていかなければならない。特に、生活困窮等の世帯への支援の

検討も必要となる。 

 

  部活動の地域展開・「地域クラブ活動」の推進 

  ① 「地域クラブ活動」の活動費等の支援（指導者謝金） 資料２ ７ページ、資料３参照 

  ② 経済的困窮世帯の生徒への支援（参加費・保険料）  資料２ ５～７ページ、資料３参照 

  ③ 推進体制の整備等（コーディネーターの配置）    資料２ ７ページ、資料３参照 

 

【令和８年度地域クラブ活動事業のおける想定される予算】 

  ① 「地域クラブ活動」の活動費等の支援 

   〇 地域クラブ活動をおこなうクラブ・団体への支援（継続） 

・参加者（受益者）負担額が低廉な金額となるよう各クラブ・団体に対し依頼する。 

資料２ ８～１０ページ参照 

・各地域クラブ活動のコーディネーターを育成・支援するため、市が直接コーディネーターを委 

嘱し、育成支援を検討 

・各競技・種目の指導者を育成するため、指導者の保険料・アプリ利用料の助成 

・会場冷暖房費の負担（武道館、文化センター） 

    〇 地域クラブ活動の充実に伴う不足備品等の整備（新規） 

      備品・ユニフォームなど 

 

  ② 経済的困窮世帯の生徒への支援（参加費・保険料） 

    〇 生活困窮等の世帯への補助（新規） 

      就学援助費受給世帯への支援（上限2,000円／月） 

 

  ③ 推進体制の整備等（コーディネーターの配置） 

    〇 総括コーディネーターの設置（継続） 

    〇 スポーツ指導者資格取得の費用に対する助成（新規） 



令和７年１０月１５日　第２回部活動の地域展開に係る市町担当者連絡会議資料
福井県教育庁

資料１



1

抜粋

資料２



2



3



4



5



6



7



8



9



10



1

資料３


